
ＰＴＡ慶弔規定 
 

運用基準 

１ 弔慰金 

ア) 在籍児童生徒                          ５０００円 

イ) 会員                              ５０００円 

 

２ 供花 

児童生徒並びにＰＴＡ会員、教職員の配偶者がなくなった時 

 

３ 慶祝金 

教職員の結婚                             ５０００円 

 

４ 災害見舞 

ウ) 会員宅の火災・風水害による被害 

エ) その他 

 

５ 傷害見舞 

上記４ウ）エ）にあたる者で、その期間が３０日以上になった時      ３０００円 

 

６ 記念品 

児童生徒が卒業する時 

 

７ 給付は会員の資格が生じた月から適応する。 

 

８ 特別な場合は理事会により決定する。ただし緊急を要する場合は理事会を経ず、会長において適宜処理し、  

理事会にて報告する。 

 

 

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 

 

平成２９年３月６日  一部改正 


